
地方消費税交付金

社会保障経費その他社会保障施策に要する経費

社会福祉

児童福祉

※　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

(8,286)

引上げ分の地方消費税
（社会保障財源化分）

349,982 418,01389,550

国道支出金 地　方　債 そ　の　他 そ　の　他

10,100

102,403 9,900 3,185 9,076

177,900千円 (うち社会保障財源化分 98,626千円)

(1,600)

7,767

(4,107)

経　　費

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

特　　　定　　　財　　　源 一　　　般　　　財　　　源

460,38098,626

(125,222)

(2,356)

(290,435)

(3,687)

(26,826)

(505)

(62,219)

(790)

(38,680)

42,367

(9,900)

(3,654)

(6)

(28,733)

(3,185)

　社会福祉総務費 (291,643)

(58,339)

(24,256)

(138,198) (78,147)

　社会福祉施設費

　老人福祉費

　児童福祉総務費

　児童措置費

(8,500)

452,385合　　　　計 10,95220,0001,042,343

（単位　千円）

　地方消費税交付金のうち消費税率引上げに伴う増収分（社会保障財源化分）については、その使途が社会保障施策に要する経費に充

てるものとされています。

　松前町の令和５年度一般会計予算における社会保障施策関連経費への充当状況は以下のとおりです。

事　　　業　　　名

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費について

875,412

(455,845)

(2,867)

(416,700)

166,931


